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はじめに 

 

計画策定の背景 

 我が国における分譲マンション（以下「マンション」といいます。）は，土地利用の

高度化に伴い，職住近接という利便性や住空間の有効活用という機能性に対する積極的

な評価，マンションの建設・購入に対する融資制度や税制の整備を背景に，都市部を中

心に持家として定着し，重要な居住形態となっています。 

 その一方で，一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは，各区分所有者

等の共同生活に対する意識の相違，多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難

しさ，利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ，建物構造上の技術的判断の難し

さなど，建物を維持管理していく上で，多くの課題を有しています。 

 本市におけるマンション建設は，昭和４０年代から進められ，令和４年７月に策定さ

れた「広島県マンション管理適正化推進指針」によると，令和２年度末時点で１９４棟

９，１１４戸のマンションが整備されており，全世帯のうち約８．４％の世帯が居住し

ていると考えられます。 

 今後，建築後相当の年数を経たマンションが，急激に増大していくものと見込まれる

ことから，これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると，老朽化したマ

ンションは，区分所有者自らの居住環境の低下のみならず，ひいては周辺の住環境や都

市環境の低下など，深刻な問題を引き起こす可能性があります。 

 こうしたことから，国においては，マンションの資産価値を守り，区分所有者等の居

住環境のみならず，快適な都市環境を確保することを目的として，平成１２年１２月に，

マンションの管理の適正化の推進に関する法律を制定しました。また，令和２年６月に

は，マンションの維持管理の適正化に向けた取組を強化するため，同法を改正し，地方

公共団体によるマンション管理適正化推進計画の策定や，マンション管理組合への助言，

指導及び勧告，マンション管理計画認定制度等が新たに盛り込まれました。 

 本計画は，本市のマンションの現状と課題を分析し，本市が取り組むべき施策を明確

にすることで，マンションにおける建物の高経年化と管理組合構成員の高齢化という

「二つの老い」の下においても，マンションが適正に管理され，居住者のみならず，市

民にとって安全・安心な居住環境が確保できるようにするマンション管理適正化推進計

画を策定し，マンション管理を体系的に推進していくこととしたものです。 
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